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地域材を使用した木造住宅の新築・増築又は購入、住宅の床や内壁及び外壁の木質化工事、
木材製品及び木質ペレットストーブ等（薪ストーブ含む）の購入に関しては国による支援を行
っています。

その支援とは「木材利用ポイント事業」と呼ばれるもので、木材利用ポイントを付与し、地
域の農林水産品等との交換や寄付などが行える事業です。

１ポイントは１円相当であり、例えば木造住宅を１棟新築した場合は、３０万ポイントが付
与されます。

左の図はポイントの発行
までの大まかな流れを示し
た図です。

制度（木材利用ポイント）
の利用方法は
①あらかじめ定められた条
件を満たす工事の実施や購
入を行います。

②各地に設置されている木
材利用ポイント事務局・申
請受付窓口にポイントの申
請を行います。

③申請後、事務局よりポイ
ントが発行されます。

④商品への交換、森林づく
り・木づかい寄附、復興寄
附、即時交換（ポイント対
象工事とは別の工事費用へ
の充当）の中から交換申請
を行います。

⑤商品交換を申請した方に
は事務局より商品が発送さ
れます。

＊ポイントの発行対象となるにはあらかじめ定められた条件を満たす必要がありますが、詳
しくはhttp://mokuzai-points.jp/index.htmlをご覧下さい。

住宅の新築等はなかなか機会が無いですが、家具などの木製品やペレットストーブ、薪スト
ーブの購入を考えている方は、是非この木材利用ポイントを活用してみてください。
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